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環境にやさしく持続可能な農業を推進するために，1999年に「持

続農業法」が制定され，化学肥料や農薬の使用量の低減など環境に

配慮した農業の実現をめざした。その後，気候変動の激化，生物多

様性の低下など，食料システムをとりまく環境がさらに変化したこ

とによって，よりいっそう環境への負荷の低減をはかることが必要

となり，2022年には「みどりの食料システム法❶」が施行された。 

 

 

2 81 側注❶ 
 

      

 

❶正式には「環境と調和のと

れた食料システムの確立のた

めの環境負荷低減事業活動の

促進等に関する法律」とい

い，土づくりの推進，化学農

薬・化学肥料の使用削減，温

室効果ガスの排出量削減，地

域ぐるみでのスマート技術の

活用，有機農業の団地化，先

端的技術の開発，新商品（食

品）の開発などによって，農

林漁業および食品産業の持続

的な発展，環境への負荷の少

ない健全な経済の発展等をめ

ざしている。 
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     「持続農業法❶」 

 

   
  

❶持続性の高い農業生産方式

の導入の促進に関する法律。

この法律のとり組みを含めた

「みどりの食料システム法」

が2022年に施行されたため，

同法は廃止された。 

 

 

 


